
第一八六回 

閣第三号 

   雇用保険法の一部を改正する法律案 

 雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）の一部を次のように改正する。 

 第五十六条の三第三項第二号中「得た額」の下に「（同一の事業主の適用事業にその職

業に就いた日から引き続いて六箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるもの

にあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に十分の四を乗じて得

た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額）」を加える。 

 第六十条の二第一項中「該当する者」の下に「（以下「教育訓練給付対象者」とい

う。）」を加え、「行つた」を「受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含

み、当該教育訓練に係る」に、「その旨の」を「厚生労働省令で定める」に改め、同条第

二項中「同項各号に掲げる者」を「教育訓練給付対象者」に改め、同項ただし書中「すべ

て」を「全て」に改め、同条第四項中「第一項各号に掲げる者」を「教育訓練給付対象

者」に、「同項」を「第一項」に、「を行つた」を「に係る」に、「百分の四十」を「百

分の六十」に改め、同条第五項中「とき」の下に「、又は教育訓練給付対象者が基準日前

厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるとき」を加える。 

 第七十六条第一項中「第六十条の二第一項各号のいずれかに該当する者（以下「教育訓

練給付対象者」という。）」を「教育訓練給付対象者」に改める。 

 第七十七条の次に次の一条を加える。 

 （資料の提供等） 

第七十七条の二 行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して、この法律の施行に関

して必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。 

２ 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその

求めに応じなければならない。 

 附則第四条、第五条第一項及び第十条中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九

年三月三十一日」に改める。 

 附則第十一条の次に次の一条を加える。 

 （教育訓練支援給付金） 

第十一条の二 教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者（前条に規定する者のうち、

第六十条の二第一項第二号に該当する者であつて、厚生労働省令で定めるものに限

る。）であつて、厚生労働省令で定めるところにより、平成三十一年三月三十一日以前

に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したもの（当該教

育訓練を開始した日における年齢が四十五歳未満であるものに限る。）が、当該教育訓

練を受けている日（当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされ

た日に限る。）のうち失業している日（失業していることについての認定を受けた日に

限る。）について支給する。この場合における第十条第五項及び第六十条の三の規定の



適用については、同項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練

支援給付金」と、同条第一項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練

給付金又は教育訓練支援給付金」と、「、教育訓練給付金」とあるのは「、教育訓練給

付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第二項中「により教育訓練給付金」とあるのは

「により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第三項中「教育訓練給付

金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、「前条第二項」とある

のは「前条第二項及び附則第十一条の二第一項」とする。 

２ 前項の失業していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公

共職業安定所長が行う。 

３ 教育訓練支援給付金の額は、第十七条に規定する賃金日額（以下この項において単に

「賃金日額」という。）に百分の五十（二千三百二十円以上四千六百四十円未満の賃金

日額（その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額）について

は百分の八十、四千六百四十円以上一万千七百四十円以下の賃金日額（その額が第十八

条の規定により変更されたときは、その変更された額）については百分の八十から百分

の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める

率）を乗じて得た金額に百分の五十を乗じて得た額とする。 

４ 基本手当が支給される期間及び第二十一条、第二十九条第一項（附則第五条第四項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第三十二条第一項若しくは第二項又は

第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教

育訓練支援給付金は、支給しない。 

５ 第二十一条、第三十一条第一項及び第七十八条の規定は、教育訓練支援給付金につい

て準用する。この場合において、第二十一条及び同項中「受給資格者」とあるのは「教

育訓練支援給付金の支給を受けることができる者」と、同項中「死亡したため失業の認

定」とあるのは「死亡したため附則第十一条の二第一項の失業していることについての

認定」と、「について失業の認定」とあるのは「について同項の失業していることにつ

いての認定」と、第七十八条中「第十五条第四項第一号の規定により同条第二項に規定

する失業の認定」とあるのは「附則第十一条の二第一項の失業していることについての

認定」と読み替えるものとする。 

 附則第十二条中「同条第四項」を「同条第三項及び第四項」に、「同項」を「同条第三

項中「次項第二号」とあるのは「次項」と、同条第四項」に改め、「百分の四十」の下に

「に相当する額」を加え、「、「百分の五十」を「「百分の五十（当該休業を開始した日

から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して百八十日に達するまでの

間に限り、百分の六十七）に相当する額（支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係

る休業日数の百八十日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該

休業開始応当日から当該休業日数の百八十日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の百

分の六十七に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の百八十一日目に当たる



日から当該休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日

数を乗じて得た額の百分の五十に相当する額を加えて得た額）」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

 一 附則第四条、第五条第一項及び第十条の改正規定並びに附則第十条の規定 公布の

日 

 二 第六十条の二及び第七十六条第一項の改正規定並びに附則第十一条の次に一条を加

える改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成二十六年十月一日 

 （就業促進手当に関する経過措置） 

第二条 改正後の雇用保険法第五十六条の三第三項第二号の規定は、この法律の施行の日

（以下「施行日」という。）以後に雇用保険法第五十六条の三第一項第一号に該当する

者となった者に対する就業促進手当について適用し、施行日前に同号に該当する者とな

った者に対する就業促進手当については、なお従前の例による。 

 （教育訓練給付金に関する経過措置） 

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（次条において「一部施行日」とい

う。）前に改正前の雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した同項

各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金については、な

お従前の例による。 

 （教育訓練支援給付金に関する経過措置） 

第四条 改正後の雇用保険法附則第十一条の二の規定は、一部施行日以後に同条第一項の

厚生労働省令で定める教育訓練（次項において「新教育訓練」という。）を開始した同

条第一項に規定する者について適用する。 

２ 一部施行日前に改正前の雇用保険法第六十条の二第一項の規定により教育訓練給付金

の支給を受けた者（雇用保険法第六十条の三第三項の規定により教育訓練給付金の支給

があったものとみなされた者を除く。）であって、一部施行日以後に初めて新教育訓練

を開始したもの（改正後の雇用保険法第六十条の二第一項の規定により新教育訓練以外

の同項に規定する教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けた者を除く。）について

は、雇用保険法附則第十一条に規定する者とみなして、改正後の雇用保険法附則第十一

条の二の規定を適用する。 

 （育児休業給付金に関する経過措置） 

第五条 改正後の雇用保険法附則第十二条の規定は、施行日以後に開始された雇用保険法

第六十一条の四第一項に規定する休業に係る育児休業給付金について適用し、施行日前

に開始された同項に規定する休業に係る育児休業給付金については、なお従前の例によ

る。 



 （国家公務員共済組合法の一部改正） 

第六条 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）の一部を次のように改

正する。 

  附則第十一条の二中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「これらの規定」を

「同条第一項中「及び次項」とあるのは「から第三項まで」と、同項及び同条第三項」

に、「、「百分の五十」を「「百分の五十（当該育児休業等をした期間が百八十日に達

するまでの期間については、百分の六十七）」に改める。 

 （国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置） 

第七条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十一条の二の規定は、施

行日以後に開始された国家公務員共済組合法第六十八条の二第一項に規定する育児休業

等に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された同項に規定する育児休

業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。 

 （地方公務員等共済組合法の一部改正） 

第八条 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）の一部を次のように

改正する。 

  附則第十七条の二中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「これらの規定」を

「同条第一項及び第三項」に改め、「百分の五十」の下に「（当該育児休業をした期間

が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七）」を加える。 

 （地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置） 

第九条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第十七条の二の規定は、

施行日以後に開始された地方公務員等共済組合法第七十条の二第一項に規定する育児休

業に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された同項に規定する育児休

業に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。 

 （被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一

部改正） 

第十条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

（平成二十四年法律第六十三号）の一部を次のように改正する。 

  第三条中地方公務員等共済組合法附則第十四条の七の改正規定の次に次の改正規定を

加える。 

   附則第十七条の二中「同条第一項及び第三項」を「同条第一項中「及び次項」とあ

るのは「から第三項まで」と、同項及び同条第三項」に、「、「百分の五十（当該育

児休業」を「「百分の五十（当該育児休業等」に改める。 



     理 由 

 現下の雇用情勢を踏まえ、雇用保険制度において、基本手当、就業促進手当、教育訓練

給付及び育児休業給付金の給付の拡充並びに暫定措置の新設及び延長等の措置を講ずる等

の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


